
介護サービス情報の公表システム等について 

 

 

１．介護サービス情報の公表システムについて 

 

「介護サービス情報の公表」制度とは 

  利用者自身が介護サービス事業所を比較検討しながら適切に選択できるよう、情報提供の

しくみとして導入された制度です。介護保険法により、原則として全ての介護サービス事業

所・施設には、サービス内容や運営状況など利用者の選択に資する情報を公開することが義

務付けられています。 

 

○事業所にとってのメリット 

  ① 公表を前提として、毎年継続的に自らのサービス提供の状況を利用者の視点でチェ

ックすることができます。 

   ② 公表されている情報と、実際のサービス提供が常に比較されますから、「利用者の視

点」が、より強く意識されることになります。 

   ③ 公表されている情報について、経営者、管理者、介護従事者はもとより、利用者や

家族、及び外部の関係者とも情報を共有することができます。 

   ④ 自分たちの取り組み状況を他の事業者の取り組み状況と比較することができ、サー

ビスの改善につなげられます。 

   ⑤ 運営主体が都道府県であり、公正・公平な条件のもとでの事業所の PR が可能です。 

 

○ケアマネジャーにとってのメリット 

  ① 事業所の比較検討を行うのに必要な客観性の高い情報を収集することができます。 

   ② 利用者と同じ情報を共有できるので、より利用者のニーズに沿ったケアプランの作

成を支援することができます。 

   ③ ケアマネジャーはケアプランを作成するだけでなく、事業所のサービスの質に関し

てもしっかりと管理していく責任があります。事業所の情報を利用者と共有すること

で、サービスの質について管理することができます。 

   ④ ケアマネジメントの過程で利用者と事業者の間で何か問題が発生した場合、利用者

と共有できる客観的な情報をもとに説明することができます。 

 

  令和８年４月上旬に、令和７年度のデータの確定作業を行いますので、データ変更の必要

がある事業所は、令和８年３月 31日（火）までに事業所情報を入力してください。 

令和８年度の本システムへの情報の入力については別途通知しますので、各事業者におい

ては同報メール等を確認いただき、通知が届き次第必ず入力するようにしてください。 

  なお、介護サービス情報の公表制度については介護保険法第１１５条の３５第１項により、

介護サービス事業者は「介護サービス情報」を知事に報告することが義務付けされており、

介護保険情報報告システムにおいて報告をしない場合は、指定の取消しを含めた行政処分の

対象となりうることを申し添えます。 

 

1



【情報報告システムにおける財務諸表の公表について】 

 

利用者自身が介護サービス事業所を比較検討しながら適切に選択できるよう、介護経営の健

全性等の情報を提供するため、財務状況の分かる書類の報告は必須項目となっている。 

 

 

 

 

 

A.1 会計基準上、作成が求められていない等の事情がある場合は、資産、負債及び収

支の内容が分かる簡易な計算書類でも差し支えありません。その場合はいずれかの

一つの書類で「あり」を選択し、書類のファイルのアップロード又は URL の貼付

をお願いします。 

 

（引用：厚生労働省リーフレット「介護サービス事業者の皆さまへ 介護サービス事業者の経営情報の報告・

公表」 制度に関する Q＆Aより一部抜粋） 

 

 

 

 
引用：介護保険最新情報 Vol.1333「「介護サービス情報の公表」制度に関するＱ＆Ａ」の発出について 

（令和 6 年 11 月 29 日）厚生労働省老健局 

Q.１ 財務状況が分かる書類は、財務三表でないといけませんか？ 
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 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 
 

※ 国のシステムの都合により、一時的に受付を停止しています（令和 8 年 3 月 1 日現

在）。報告再開時期は未定ですが、その際には同報メール等によりお知らせします。 

 

6令和 年度より、介護サービス事業者は、経営情報について「介護サービス事業者経営

情報データベースシステム」に報告することが義務づけられています（介護保険法第 115

44 2条の の ）。原則として全ての介護サービス事業者が報告の対象です。報告不要の事業

者や制度の詳細については、県ホームページをご参照ください。 

 

報告事項 収益・費用の内容、職員の職種別人数など 

報告時期 毎会計年度終了後 3月以内 

（報告先） 

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login 

（県ホームページ） 

「介護サービス事業者経営情報の報告について」 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/koureisya/keiei

zyouhou20241205.html 

（問合せ先）香川県健康福祉部長寿社会対策課 

Mail：choju@pref.kagawa.lg.jp 

介護サービス情報報告システム・・・・・・・・・・・在宅サービスグループ TEL：087-832-3274 

介護サービス事業者経営情報データベースシステム・・施設サービスグループ TEL：087-832-3266 

（報告先） 

介護サービス情報報告システム 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/37/ 

※ID は事業所番号です。 

※操作方法が不明な場合は、画面右上の「ヘルプ」 

ページにある「操作マニュアル（報告システム）」を参照 

してください。 

 

 介護サービス情報報告(公表)システム 

 

介護サービス事業者は、「介護サービス情報」を報告することが義務付けられています

（介護保険法 第 115 条の 35）。 

かねてから、介護サービス情報の入力をお願いしているところですが、夏から秋にか

けて、基本情報及び運営情報の報告が 毎年必要 となります。 

その際には、同報メールにてお知らせしますので、必ずご報告をお願いします。 

 
報告はこちら 

詳細はこちら 

報告はこちら 
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介護サービス情報の公表システムの入力方法 

【ＵＲＬを直接入力する場合】 

下記ＵＲＬを入力すれば、直接システムにつながります。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/37/ 

【かがわ介護保険情報ネットからアクセスする場合】 

①インターネットで「かがわ介護保険情報ネット」と検索し、クリック。 

 

②スクロールして、「介護サービス情報公表システム」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 

下
へ
ス
ク
ロ
ー
ル 
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③スクロールして、ＵＲＬをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

ここをクリック 

クリック、 
または 

ＵＲＬをコピー 
して貼り付け 
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④ＩＤ・パスワード・サービス名を入力し、ログイン 

 

 

⑤各項目を入力し、「提出する」ボタンをクリックすれば完了です。 

6



7



8



介護サービスを利用しようとしている方が、介護
サービス事業所を探す際の参考にするため、全国に
ある介護サービス事業所の情報をインターネットで
いつでも見られるようにするしくみです。

介護サービス情報公表システムを活用すると、
 知りたい地域の介護サービス事業所を検索できます。
 介護サービス事業所の特色や情報がわかります。

ステップ１

5ページ以降を
ご覧ください

ステップ２

利用したい介護保険
サービスを探して
みよう

介護サービス事業所を探してみよう
①検索機能の簡単な使い方
②介護サービス事業所を調べる時に
見るポイント

1から4ページをご覧ください
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介護サービス事業所を探してみよう
①検索機能の簡単な使い方

ステップ１

介護サービス情報 検索

1

2

3

4

5

1
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介護サービス事業所を探してみよう
①検索機能の簡単な使い方（続き）

ステップ１

6

7

8

9

10

11

1ページ目の画面続き
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介護サービス事業所を探してみよう
②介護サービス事業所を調べる時に見るポイント

3

事業所名

事業所の住所

電話番号

電話番号

事業所名・住所

見るポイント①

ステップ１

サービスの質の確保への取組

相談・苦情等への対応

外部機関等との連携事業運営・管理

安全・衛生管理等

従業者の研修等

2ページ目の画面続き

事業所の住所
事業所の電話番号

事業所名

12

事業所名

利用者の権利擁護

都道府県平均

レーダーチャート
7つの指標から事業所の
体制を確認できます

見るポイント②

12から“事業所の概要”に移動します

13
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介護サービス事業所を探してみよう
②介護サービス事業所を調べる時に見るポイント

4

ステップ１

事業所の住所・電話番号

事業所名

事業所の写真
受け入れ可能人数
サービスの特徴等

見るポイント③

3ページ目の画面続き

13から“事業所の特色”に移動します

事業所の住所・電話番号事業所の住所

事業所名

各事業所のホームページ
事業所情報の中にある”ホームページを開く”を押すと、事業所
のホームページに移動します。最後はそれぞれの事業所のホー
ムページをご覧ください。

見るポイント④
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利用したい介護保険サービスを探してみよう
ステップ２

5

1ページ目の都道府県を選択後の画面

次のページに続く

1

2
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利用したい介護保険サービスが分かれば・・・
2ページ目6番目で介護保険サービスの選択肢を選び直して、
7番目以降の手順に沿って、再び介護サービス事業所を調べ
てみましょう。

6

利用したい介護保険サービスを探してみよう（続き）
ステップ２

5ページ目の続き
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